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九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・住民係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月９日

 個人情報ファイルの名称 印鑑登録システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 印鑑の登録及び証明を行うため。

 

記録項目

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名（氏に変更があっ

た者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては

氏名及び当該旧氏又は外国人住民に係る住民票に通称の記載

がされている場合にあっては氏名及び当該通称）、５生年月日、

６性別、７住所、８外国人住民の片仮名表記

 記録範囲 九度山町に住所を有し、印鑑登録を行った者。

 記録情報の収集方法 本人又は代理人

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 ―

 
開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・国民健康保険係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月９日

 
個人情報ファイルの名称 健康家族 21

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 特定健康診査及び各種健診事務のために利用する。

 

記録項目

1.氏名　2.性別　3.宛名番号　4,生年月日　5.年齢　6.保険

種別　7.郵便番号･住所　8.各種健診情報詳細

 
記録範囲 町民

 
記録情報の収集方法

本人又は世帯員、住民基本台帳システム、国民健康保険システ

ム、特定健診等データ管理システム(国保連合会)、医療機関

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 住民課、国保連合会、医療機関

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）
□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 

備考

✓



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・保健衛生係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月２４日

 
個人情報ファイルの名称 健康家族 21

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 予防接種事務のために利用する。

 

記録項目

1.氏名　2.性別　3.宛名番号　4,生年月日　5.年齢　6.保険

種別　7.郵便番号･住所　8.各種予防接種情報詳細

 
記録範囲 町民

 
記録情報の収集方法 本人又は世帯員、住民基本台帳システム、医療機関

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 住民課、医療機関

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）
□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 

備考

✓

✓



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課住民係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１９日

 
個人情報ファイルの名称 戸籍受付帳

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 届書、申請書等を受領し、これを受理したことを明確にする。

 

記録項目

１受附番号、２受理・送付の別、３受附月日、４事件発生月日、

５件名、６届出事件の本人の氏名、７本籍、国籍

 
記録範囲 受理または他市町村から送付を受けた届書等

 
記録情報の収集方法 受理または他市町村からの送付

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 ―

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 （所在地）〒648－0198　和歌山県伊都郡九度山町大字九度山

1190 番地

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・住民係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１９日

 
個人情報ファイルの名称 戸籍受付帳

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 届書、申請書等を受領し、これを受理したことを明確にする。

 

記録項目

１受附番号、２受理・送付の別、３受附月日、４事件発生月日、

５件名、６届出事件の本人の氏名、７本籍、国籍

 
記録範囲 受理または他市町村から送付を受けた届書等

 
記録情報の収集方法 受理または他市町村からの送付

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 ―

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 （所在地）〒648－0198　和歌山県伊都郡九度山町大字九度山

1190 番地

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・住民係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１９日

 
個人情報ファイルの名称 戸籍簿(戸籍の附票)・除籍簿(戸籍の除附票)

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 

個人情報ファイルの利用目的

住民票に記載されている事項と戸籍に記載されている事項を

媒介とし、戸籍の記載と住民票の記載を相互に関連させ、両者

の記載を一致させることにより、住民に関する記録の正確性を

確保する。また、在外選挙人名簿に登録された事項の正確性を

確保する。

 

記録項目

１本籍、２氏名及び氏名の振り仮名、３生年月日、４性別、５

住所、６住所を定めた年月日

 
記録範囲 町の区域内に本籍を定める日本国民

 
記録情報の収集方法 住民票又は他市町村長からの通知、及び戸籍の届出

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 ―

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 （所在地）〒648－0198　和歌山県伊都郡九度山町大字九度山

1190 番地

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・住民係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１９日

 
個人情報ファイルの名称 戸籍簿・除籍簿・原戸籍簿

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的

戸籍法に基づき、個人の身分法上の事実や法律関係を登録・公

証する。

 

記録項目

１本籍、２戸籍内の各人について、①氏名及び氏名の振り仮名、

②出生の年月日、③戸籍に入った原因及び年月日、④実父母の

氏名及び実父母との続柄、⑤養子であるときは、養親の氏名及

び養親との続柄、⑥夫婦については、夫又は妻である旨、⑦他

の戸籍から入った者については、その戸籍の表示、⑧その他法

務省令で定める事項

 
記録範囲 町の区域内に本籍を定める日本国民

 
記録情報の収集方法

届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌

の謄本又は裁判

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 ―

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 （所在地）〒648－0198　和歌山県伊都郡九度山町大字九度山

1190 番地

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・国民健康保険係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月９日

 
個人情報ファイルの名称 国保総合システム（レセプト点検業務）

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 レセプト点検に関する事務のために利用する。

 

記録項目

１証記号、２証番号、３宛名番号、４氏名、５診療年月、６医

療機関名、７決定点数、８点検状況、９点数表、１０機関コー

ド、１１種別、１２世帯番号、１３レセプト全国共通キー、１

４生年月日、１５性別

 
記録範囲 国民健康保険加入者

 
記録情報の収集方法 和歌山県国民健康保険団体連合会

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 ―

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・国民健康保険係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月９日

 
個人情報ファイルの名称 国民健康保険システム(高齢受給者証資格状況照会)

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険高齢受給者証の交付事務のために利用する。

 

記録項目

１かな氏名、氏名、住所、行政、班、宛名番号、世帯番号、証

番号、枝番、資格、続柄、生年月日、年齢、性別、２開始日、

終了日、３開始事由、終了事由、４届出日、５退職（該当日、

非該当日）、６その他資格情報、７世帯異動情報、８滞納状況

 
記録範囲 国民健康保険加入者、世帯主、その他世帯員

 
記録情報の収集方法

世帯主又は本人、住民基本台帳システム、国民健康保険税シス

テム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 住民課、税務課、他市町村(情報連携システム)

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）
□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考

✓



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・国民健康保険係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月９日

 
個人情報ファイルの名称 国民健康保険システム（資格状況照会）

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険の資格に関する事務のために利用する。

 

記録項目

１かな氏名、氏名、住所、行政、班、宛名番号、世帯番号、証

番号、枝番、資格、続柄、生年月日、年齢、性別、２開始日、

終了日、３開始事由、終了事由、４届出日、５退職（該当日、

非該当日）、６その他資格情報、７世帯異動情報、８滞納状況

 
記録範囲 国民健康保険加入者、世帯主、その他世帯員

 
記録情報の収集方法

世帯主又は本人、住民基本台帳システム、国民健康保険税シス

テム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 税務課、他市町村(情報連携システム)

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・国民健康保険係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月９日

 
個人情報ファイルの名称 国民健康保険システム（緩和措置対象照会）

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険の緩和措置に関する事務のために利用する。

 

記録項目

１かな氏名、氏名、生年月日、住所、行政、班、証番号、世帯

番号、宛名番号、２対象区分、３届出日、軽減基準日、４適用

開始日、適用終了日、５特定継続期間（開始年月、終了年月）、

６削除

 
記録範囲 国民健康保険緩和措置対象者

 
記録情報の収集方法

世帯主又は本人、住民基本台帳システム、国民健康保険税シス

テム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 税務課

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・住民係 

作成日（最終修正日）：令８年３月９日

 
個人情報ファイルの名称 住民基本台帳ファイル

 行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 住民票の作成のために利用する。

 

記録項目

１氏名及び氏名の振り仮名、２生年月日、３性別、４世帯主の

氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった年月

日、８住所、９住所を定めた年月日、１０転入等をした者につ

いては、その届出の年月日（職権で記載した場合には、その年

月日）、１１従前の住所、１２個人番号（マイナンバー）、１３

住民票コード、１４旧氏及び旧氏の振り仮名、１５国籍・地域、

１６外国人住民となった年月日、１７法第３０条の４５の表の

下欄に掲げる事項、１８通称名、１９通称名の記載及び消除に

関する事項、２０在留資格、２１在留期間等、２２在留期間等

の満了日、２３在留カード等の番号

 
記録範囲 九度山町に住所を有する（有した）者

 
記録情報の収集方法 住民異動届、戸籍届出、他市区町村等からの通知

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先

都道府県、地方公共団体情報システム機構、税務課、福祉課、

総務課

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・国民健康保険係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１２日

 
個人情報ファイルの名称 所得照会名簿

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険高齢受給者証の交付事務のために利用する。

 

記録項目

1.氏名　2.生年月日　3.年齢　4.住所　5.被保険者番号　6.

地区　7.必要な証明の種類

 
記録範囲 国民健康保険加入の 70 歳到達者、世帯主、その他世帯員

 
記録情報の収集方法

住民基本台帳システム、国民健康保険システム、国民健康保険

税システム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 住民課、税務課、他市町村(情報連携システム)

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）
□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考

✓



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・国民健康保険係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月９日

 
個人情報ファイルの名称

総合行政システム　国民健康保険システム（限度額・減額認定

証世帯台帳）

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的

国民健康保険の限度額・減額認定証に関する事務のために利用

する。

 

記録項目

１かな氏名、氏名、住所、行政、班、宛名番号、世帯番号、証

番号、区分、証区分、高額区分、生年月日、性別、退職区分、

続柄、２認定証区分（一般、高齢）、３発行期日、有効期限、

４長期該当日、回収日、５適用開始日、適用終了日、６老人区

分、７最新課税区分

 
記録範囲 国民健康保険加入者及び加入者の世帯主

 
記録情報の収集方法

世帯主又は本人、住民基本台帳システム、国民健康保険税シス

テム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 税務課

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・国民健康保険係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月９日

 
個人情報ファイルの名称 特定健診等データ管理システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 特定健康診査事務のために利用する。

 

記録項目

1.被保険者番号　2.氏名　3.性別　4,生年月日　5.郵便番号･

住所　7.保険種別　8.特定健診情報詳細

 
記録範囲 国民健康保険加入者

 
記録情報の収集方法

本人又は家族、国保連合会、医療機関、総合行政システム(住

民情報・国保情報)

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 住民課、国保連合会、医療機関

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考

✓



1

九度山町個人情報ファイル簿　　　　　　　　　　　　【課名・係名】住民課・住民係 

作成日（最終修正日）：令和８年３月１７日

 
個人情報ファイルの名称 マイナンバーカード管理システム

 
行政機関の名称 九度山町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
住民課

 
個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの交付状況等を管理するため。

 

記録項目

１住所、２氏名、３生年月日、４年齢、５性別、６喪失事由、

７世帯番号、８宛名番号、９カード管理状況、１０カード有効

期限、１１シリアル番号、１２申請情報、１３交付情報、１４

代理人情報、１５返戻情報、１６督促情報、１７返納情報、１

８廃棄情報、１９補足情報

 
記録範囲 九度山町に住所を有し、個人番号カードの申請を行った者。

 
記録情報の収集方法 カード発行一覧表、本人又は代理人

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 ―

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）九度山町役場総務課

 
（所在地）〒648-0198　和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190

 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこ

れに基づく命令の規定による特別の手続等
―

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 令第 20条第７項に該当するフ

ァイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
―

 
備考


